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研究要旨 

【目的】本研究では、管理栄養士の評価の対象の一つとなる診療報酬や介護報酬等に係る管理栄

養士の勤務先（医療施設、高齢者福祉施設、障がい者施設、行政等）に勤務、または勤務経験のあ

る管理栄養士に対して、現場で求められる管理栄養士・栄養士養成施設での教育、卒後教育、臨

地実習、および専門管理栄養士制度に対する考えを調査し、管理栄養士・栄養士養成施設（以下、

「養成校」とする。）における教育の更なる充実を図るための方策案を作成することを目的とした。 

【方法】2023 年 3 月に、1）養成校を卒業している者、2）管理栄養士の評価の対象の一つとなる診療

報酬や介護報酬等に係る医療施設、高齢者福祉施設、障がい者施設、行政等に 10 年以上勤務する、

あるいは 10 年以上勤務経験のある者、3）臨地実習の学生を受け入れた経験を有する者、以上の全ての

条件に合致する者 6名に対して半構造化インタビューを実施した。 

【結果】養成校での教育では「管理栄養士の社会的な役割などを明確に把握するためにも、管理

栄養士における職業倫理を教えてほしいと考えること」、養成校の教員には「現場を経験しており、

管理栄養士の活躍を学生に伝えられること、学生と一定の距離を保ちながら学生と丁寧に向かう

ことを求める」こと、臨地実習では「臨地実習に臨む学生には、礼節や接遇を身につけるべきで

あると感じること」や、「臨地実習にはプリセプター制度を導入することで、臨地実習の質を向上

させるのみならず、臨地実習の受け入れ施設の管理栄養士の知識のブラッシュアップにもつなが

ることが期待される」こと、臨地実習では限られた職域しか経験することができないため、「正課

外においてインターンシップ制度を導入することが望ましいと考える」こと、管理栄養士は「養

成校を卒業後も継続して学ぶことが必要である」ことなどが明らかとなった。 

【考察】養成校に在学している学生が管理栄養士の行動指針や責任の範囲などについて理解する

ことは、養成校での学びや臨地実習の意義を十分に理解することにつながることが想定されるこ

とから、管理栄養士・栄養士の職業倫理を策定し、養成校において学生に教えることが必要であ

ると考えられた。また、臨地実習は、実習先による教育内容のばらつきを小さくするためにも、

プリセプター制度を導入することが、質の高い臨地実習を実施するためにも必要であることが示

唆された。

 

Ａ．研究目的 

管理栄養士は、栄養士法により、「厚生労働

大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用

いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養

の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応

じた高度の専門的知識及び技術を要する健康

の保持増進のための栄養の指導並びに特定

多数人に対して継続的に食事を供給する施設

における利用者の身体の状況、栄養状態、利

用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする

給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善 

 

上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。」

と定義されている 1）。平成 12 年の栄養士法の

一部改正により、管理栄養士の業務として傷病

者に対する栄養指導等が明示されて以降、平

成 17 年には「栄養ケア・マネジメント」が、平成

22 年には「栄養サポートチーム加算」と、様々

な施策が導入され、医療・介護領域をはじめと

して、管理栄養士の職務のあり方は大きく変化

している。 

管理栄養士を養成する管理栄養士養成施

設は年々増加しており、平成 12年は 41校、平

成 14 年は 75 校であったものが 2)、平成 30 年
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は 148校 2)、令和 2年は 152校であり 3)、管理

栄養士名簿登録者数（累計）は、令和 2（2020）

年 12月末時点で 254,223名である 4)。 

このように、管理栄養士を取り巻く環境は大きく

変化し、管理栄養士養成施設および管理栄養

士登録者数は年々増加の様子を見せているが、

管理栄養士・栄養士養成施設における教育が

管理栄養士にとって望ましいものとなっている

か否かについては、これまでに明らかにされて

いなかった。管理栄養士は管理栄養士国家試

験に合格することが必須であることから、管理

栄養士・栄養士養成施設における教育は、国

家試験に合格することが第一義となる傾向にあ

ることも報告されている 5)。管理栄養士の資質

の向上、および現場で活躍できる管理栄養士

を養成するためには、管理栄養士・栄養士養

成施設における教育を充実させることに加えて、

管理栄養士・栄養士養成施設を卒業後に求め

られる教育を把握することが必要である。しかし、

これまでに、現場で求められる管理栄養士・栄

養士養成施設における教育、卒後教育、臨地

実習、および専門管理栄養士制度などの考え

は調査されてこなかった。 

そこで、本研究では、管理栄養士の評価の

対象の一つとなる診療報酬や介護報酬等に係

る、管理栄養士の勤務先（医療施設、高齢者

福祉施設、障がい者施設、行政等）に勤務、ま

たは勤務経験のある管理栄養士に対して、現

場で求められる管理栄養士・栄養士養成施設

（以下、「養成校」とする。）での教育、卒後教

育、臨地実習、および専門管理栄養士制度に

対する考えを調査し、養成校における教育の

更なる充実を図るための方策案を作成すること

を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 調査期間 

本研究における調査は、2023年 3月に実施

した。 

 

2. 調査方法 

本研究における調査では、半構造化インタビュ

ーを実施した。 

 

3. 調査対象者 

 調査対象者は、1）養成校を卒業している者、

2）管理栄養士の評価の対象の一つとなる診療

報酬や介護報酬等に係る医療施設、高齢者福

祉施設、障がい者施設、行政等に 10 年以上

勤務する、あるいは 10 年以上勤務経験のある

者、3）臨地実習の学生を受け入れた経験を有

する者、以上の全ての条件に合致する者 6 名

とした。対象者の詳細は、表 1に示した。 

 

4. 調査項目 

調査項目は、1）基本属性（年代、性別、これ

までに勤務した施設および勤務年数）、2）現場

で求められる養成校での学びについて、3）現

場で求められる養成校卒業後の学びについて、

4）現場で求められる臨地実習について」、およ

び「専門管理栄養士制度について、以上の 4

項目とした。 

 

5. 分析方法 

インタビューデータから逐語録を作成し、現

場で求められる養成校での学びや卒後教育、

現場で求められる臨地実習および専門管理栄

養士制度に関わる内容について、コーディング

によりキーワードを抽出してカテゴリー化し、分

析した（表 2）。 

 

6. 倫理的配慮 

本研究は、神奈川県立保健福祉大学研究倫

理審査委員会の承認を得て実施した(保大第 

5-22-4)。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 養成校での学び・経験 

(1)学んでおきたかったこと 

現場では、「コミュニケーション能力」や「企

画立案能力」、「プレゼンテーション能力」、「リ

ーダシップ力」、「コーチング力」、「アセスメント

力」、「共感力」、「コーディネート力」などが求

められることから、養成校において学んでおき

たかった。また、管理栄養士は現場で科学的

根拠に基づいた提案や、文章にまとめることも

求められることから、「卒業論文」は取り組んで

おくべき出ると感じた。また、看護師などの医療

専門職では、それぞれの職務に対する倫理指

針について学生に教授しているが、管理栄養

士はないため、「職業倫理をきちんと養成校で

教えてほしい」、「職業倫理がないと、現場に出

る前に知っておきたかった」と感じた。 

「職業倫理を学ばないことは危機感がありま
す。職業倫理、例えば管理栄養士・栄養士倫
理がないと、学生は『なぜそれをやらなければ
いけないのか』が分からないですよね。」（Ａ） 
「職業倫理、例えば管理栄養士・栄養士倫

理などがないと、『栄養士って何？』ってなりま
すよね」（E） 
 

 

(2)経験したかったこと 

現場では、様々な価値観を有している多職
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種と連携することが求められることから、養成校

では、「多くの人と関わること」が必要であると感

じた。また、管理栄養士が社会でどのように活

躍しているのか知るために、「現場の管理栄養

士の話を聞くこと」をしておきたかった。 

 

(3)インターンシップ 

養成校でのカリキュラムが立て込んでいるた

めに、臨地実習に多くの時間を割くことができ

ない。そのため、臨地実習を行わなかった職域

に対する知識を十分に得ることが難しく、例え

ば自分自身の適性に最もフィットする職域に就

職できずに、短期間で離職することにもつなが

る。そのため、「養成校在学中にインターンシッ

プを行うことがとても大切である」と感じた。 

「養成校は、既に決まっているカリキュラムが
あって、資格を取らなきゃいけないので、やら
なきゃいけない必須科目が非常に多いと思う
んですね。ただ、現場にいて 3 年未満で辞め
て行く管理栄養士が多いところを見ると、事前
にインターンシップ的にやっていたほうが、企
業や病院などにも、デメリットは少ないんではな
いかと考えています。」（A） 
 

(4)教員に求めること 

養成校に在学している学生は、初めて経験

する臨地実習や進路決定などによって、様々

な悩みを抱えることもある。そのため、「学生と

一定の距離を保ったうえで」、「学生の様々な

悩みにきちんと向き合う教員」が必要であると

感じた。また、臨地実習では多くの職域を経験

することは難しいことから、「現場を経験し、現

場の管理栄養士の様子を知っている教員」や

「現場で活躍している管理栄養士と学生とを繋

ぐことができる教員」、「管理栄養士がどのよう

に現場で活躍しているか教示してくれる、また

は理解している教員」、「管理栄養士の社会的

地位を教示してくれる教員」が必要であると感

じた。 

「学校の先生に『管理栄養士として就職する
ことが決りました』と話したら、『栄養士ってどん
な仕事をするの？栄養士になって、社会でど
んな役に立つの？』と聞かれて、びっくりしまし
た。」（C） 
 

2.臨地実習 

(1)実習期間 

臨地実習の実習期間は、現行制度では 4週

間程度（最低 4単位以上）、最低 180時間であ

るが、諸外国と比較すると短い。臨地実習の実

習期間は「多くの職域を経験できるため、例え

ば米国の 1,200時間以上などのように、現行の

実習時間をなるべく延長した方がよい」との考

えもあったが、「現行のカリキュラムは、臨地実

習以外にも様々な科目を履修数必要があるた

め、現行の臨地実習期間を一律的に延長する

ことは望ましくない」との考えがあった。ただし、

「臨地実習の期間を原稿から延長しない場合

は、臨地実習以外の期間でインターンシップを

導入することが必要である」との考えであった。 

 

(2)臨地実習に臨む学生に求めること 

臨地実習の実習先として学生を受け入れて

いるが、「学生は現場の知識を習得中であり、

知識が十分ではないことが前提である」ため、

「学生の知識が不足しているために、臨地実習

を遂行することが困難であるとは感じない」との

考えであった。一方、学生に圧倒的に不足して

いると感じることは「敬語で話をすること」ことや、

「接遇」であると感じていた。 

 

(3)実習内容 

臨地実習の中で実習内容が気になるものは

「公衆栄養に関わる臨地実習」と感じていた。 

「現在の公衆栄養に関する臨地実習は、国
民健康・栄養調査とか、母子保健とかのイメー
ジが強いんですが、今だと一体化事業だとか、
介護予防事業とかっていうところが管理栄養士
求められているはずなんです。焦りを感じま
す。」（A） 
 

(4)プリセプターの導入について 

現在の養成校における臨地実習には、プリ

セプター制度を導入することは必須ではない。

しかし、「自分自身が臨地実習に臨んだ際には

プリセプター制度が導入されている実習施設

であったため、プリセプター制度は導入すべき

である」、さらに「自分自身が臨地実習に臨ん

だ際にはプリセプター制度は導入されていな

かったが、今後はプリセプター制度を導入すべ

きである」と感じていた。 

 

3. 卒後教育 

管理栄養士が養成校で様々なことを学ぶが、

現場で必要な知識は現場で学ぶことが現状で

ある。また、管理栄養士・栄養士に関わる指針

などは日々変化することから、「管理栄養士は

現場に出ても、全ての者が卒業後も教育を受

け続けるべきである」と感じていた。臨地実習を

受け入れる施設においてプリセプター制度を

導入する場合は、「卒後教育においてプリセプ

ターを養成する課程を設けることも必要である」、

「卒後教育でプリセプターを養成すると、卒後

教育を受講した管理栄養士の知識もアップデ

47



 

ートできるし、臨地実習の質も向上するのでは

ないか」と考えていた。卒後教育は「卒業した

養成校で受講したい」と感じていた。ただし、20

～30 代などは出産や子育てなどの様々なライ

フイベントが発生する年代であることから、「卒

後教育は受講するべきだと考えるし、継続して

受講していきたいが、なるべく低予算であって

ほしい」とも感じていた。 

 

Ｄ．考察 

1. 養成校に求められること 

(1) 養成校での教育 

管理栄養士の養成は、管理栄養士養成指

定規則等において必修科目が規定されており、

臨地実習の必要単位数も規定されている。そ

のため、養成校では、管理栄養士養成指定規

則に則ってカリキュラムが決められ、授業が実

施されている。カリキュラムに基づいた授業を

履修することで、管理栄養士として現場に出る

ための必要最低限の知識は習得できると考え

られる。実際、臨地実習に関するインタビュー

では、「学生の知識が不足していることで、臨

地実習の遂行に影響が出たとは感じない」との

意見が認められた。しかし、現場では多様な価

値観を有している多職種や対象者と向き合うこ

とが求められることから、「コミュニケーション能

力」や「コーディネート力」、「共感力」、「企画立

案力」などが必要であると感じていることが明ら

かとなった。これらの能力は、例えば「他学部

の学生と一緒にアクティブラーニングを講義・

演習に取り入れること」など、現在のカリキュラ

ムの一部をアレンジすることで養うことも可能で

あると考えられる。または、養成校に在学中か

ら「インターンシップ」などに取り組み、養成校

以外の他者と関わることでも養うことが可能であ

ると考えられる。 

 また、現行のカリキュラムでは、卒業論文に取

り組むことは必須ではないが、インタビューに

おいて「文章をまとめること、一つのことに粘り

強く取り組むこと、科学的根拠に基づいて説明

することなどは、卒業論文に取り組むことで養う

ことができた」との意見があったことから、今後

は卒業論文も必修科目としてカリキュラムに取

り入れることが望ましいと示唆された。 

 さらに、インタビューでは、全ての調査対象者

から「職業倫理がないこと」、「職業倫理を教え

られていないこと」について指摘があった。他

の医療専門職、例えば看護師には「看護職の

倫理綱領」が存在し、「あらゆる場で実践を行う

看護職を対象とした行動指針であり、自己の実

践を振り返る際の基盤を提供するものである。

また、看護の実践について専門職を引き受け

る責任の範囲を、社会に対して明示するもので

ある。」ということが示されている 6）。しかし、管

理栄養士には「管理栄養士倫理」のようなもの

は定められておらず、「看護職の倫理綱領」に

倣ってみると、「管理栄養士の行動指針、自己

を振り返る基盤、管理栄養士の責任の範囲を

社会に対して明示するもの」が存在しないことと

なる。このことは、インタビューにおいて「管理

栄養士倫理が存在しないために、学生が「なぜ

それに取り組まなくてはいけないのか？」がな

かなか理解できないようだ」、「管理栄養士倫理

が存在しないために「管理栄養士とは？」が理

解できないようだ」といった意見が見受けられた

ことから、まずは管理栄養士における倫理指針

を策定し、その指針に基づいて養成校におい

て管理栄養士の倫理とはどのようなものかを教

えることが求められると考えられた。 

 

(2) 養成校の教員の資質・能力 

養成校では、カリキュラムに従って教員が学

生に知識や経験を教授する。管理栄養士養成

施設指定規則では、「基礎栄養学又は応用栄

養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育

論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管

理論の各教育内容を担当する教員については、

それぞれ一人以上が専任であること。」など、

教員の要件が定められているが、教員の資質

や能力は定められていない。本研究における

インタビューにおいて、「教員の立場をわきまえ

たうえで、学生にきちんと向き合う教員」が必要

であるとの意見が見受けられ、臨地実習や自

分自身の適性にフィットする職域について迷う

学生をきちんと受け止めてほしい、という考え

が認められた。それだけではなく、「現場を経

験している、または経験したことがある教員」、

つまり、「管理栄養士が社会でどのように活躍

しているのか」を知っている教員が、養成校に

は求められることが明らかとなった。 

 

3.臨地実習におけるプリセプター制度の導入 

本研究におけるインタビューにおいて、全て

の調査対象者から「臨地実習にプリセプター制

度を導入することが必要である」との意見が得

られた。プリセプター（preceptor）は「指導者」と

訳される用語であり、看護師などで導入されて

いる制度である 7）。公立大学法人神奈川県立

保健福祉大学では、臨地実習におけるプリセ

プターを「医療・福祉施設において臨床栄養学

臨地実習を指導する管理栄養士をプリセプタ

ー（preceptor）と称する。プリセプターは、実務

経験３年以上で、神奈川県立保健福祉大学実

践教育センター「栄養ケア・マネジメント研修Ⅱ

48



 

（平成 18 年度）」修了者、「栄養ケア・マネジメ

ント課程（平成 19年度より）」修了者、本学栄養

学科卒業者、本学大学院保健福祉学研究科

修士課程修了者、あるいは、それ以上の知識・

技術を有し、学生に適切な実習を提供できるこ

とを学科長が認める管理栄養士とする。」と定

義している 8）。管理栄養士における臨地実習

において、一定の知識や技術を有しており、学

生に適切な実習を提供できる者が学生を教育

することは、質の高い管理栄養士の養成にも

つながると考えられる。 

 

4.管理栄養士・栄養士養成におけるインターン

シップ制度の導入 

臨地実習は、養成校の学生が現場の管理

栄養士と触れ合うことができる、貴重な機会で

ある。本来ならば、全ての職域において臨地実

習を行うことが、自分自身の適性にフィットする

職域を理解することにつながることが考えられ

るが、それは現実的には難しい。本研究にお

けるインタビューでは、「臨地実習の期間は現

行のまま（4週間程度）でよい」、という意見が多

かったが、「現行のままの期間で臨地実習を行

うためには、インターンシップ制度を導入するこ

とが条件である」、との意見が認められた。アメ

リカやカナダでは、インターンシップ制度を導

入し、臨地実習を継続している。日本において

も、インターンシップを正課外に設定するなど、

学生が空いている時間に様々な職域を経験す

ることで、自分自身にフィットする職域を見出す

ことができ、ひいては離職率の低下にもつなが

ると考えられる。 

 

5.卒後教育で求められること 

本研究のインタビューにおいて、全ての調査

対象者から「管理栄養士は養成校を卒業して

も継続して教育を受けるべきである」との意見

が得られた。管理栄養士に関する栄養施策な

どは日々変化しており、知識をブラッシュアップ

していくことは、管理栄養士の社会的地位を確

立するためにも必要不可欠である。4.（2）で述

べた臨地実習にプリセプター制度を導入した

場合、プリセプター要件を獲得するために学ぶ

ことで、プリセプター要件を獲得した現場の管

理栄養士の知識も向上し、さらに管理栄養士

の臨地実習の質も向上するため、現場の管理

栄養士にとっても学生にとっても好ましい循環

が生まれることが想定される。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、管理栄養士の評価の対象の
一つとなる診療報酬や介護報酬等に係る、管

理栄養士の勤務先（医療施設、高齢者福祉施

設、障がい者施設、行政等）に勤務、または勤

務経験のある管理栄養士に対して、現場で求

められる養成校での教育、卒後教育、臨地実

習、および専門管理栄養士制度に対する考え

を調査し、養成校における教育の更なる充実

を図るための方策案を作成することを目的とし

た。その結果、養成校での教育では「管理栄養

士の社会的な役割などを明確に把握するため

にも、管理栄養士における職業倫理を教えて

ほしいと考えること」、養成校の教員には「現場

を経験しており、管理栄養士の活躍を学生に

伝えられること、学生と一定の距離を保ちなが

ら学生と丁寧に向かうことを求める」こと、臨地

実習では「臨地実習に臨む学生には、礼節や

接遇を身につけるべきであると感じること」や、

「臨地実習にはプリセプター制度を導入するこ

とで、臨地実習の質を向上させるのみならず、

臨地実習の受け入れ施設の管理栄養士の知

識のブラッシュアップにもつながることが期待さ

れる」こと、臨地実習では限られた職域しか経

験することができないため、「正課外においてイ

ンターンシップ制度を導入することが望ましいと

考える」こと、管理栄養士は「養成校を卒業後も

継続して学ぶことが必要である」ことなどが明ら

かとなった。 
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表
1 
調
査
対
象
者
の
基
本
属
性

 

 

              

年
代

現
在
の
職
業

専
門
職
と
し
て
の

就
業
年
数

管
理
栄
養
士
・
栄
養
士
と
し
て
の
経
歴

A
5
0
代

地
域
栄
養
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

3
2
年

食
品
会
社
→
精
神
科
病
院
→
高
齢
者
福
祉
施
設
→
訪
問
栄
養
士

B
3
0
代

高
齢
者
福
祉
施
設

1
1
年

高
齢
者
福
祉
施
設

C
5
0
代

行
政

2
6
年

行
政

D
4
0
代

臨
床

2
1
年

病
院

E
6
0
代

行
政

4
4
年

病
院
→
行
政
→
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
教
員

F
5
0
代

臨
床

3
2
年

病
院
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表
2 
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
、
臨
地
実
習
お
よ
び
卒
後
教
育
に
求
め
る
要
素

 

 

養
成
施
設
で
の
学
び

学
び
た
か
っ
た
内
容

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

企
画
立
案
能
力

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
力

コ
ー
チ
ン
グ
力

ア
セ
ス
メ
ン
ト
力

共
感
力

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力

卒
業
論
文
に
取
り
組
む
な
ど
、
論
文
を
ま
と
め
る
力

職
業
倫
理

養
成
施
設
で
経
験
し
た
か
っ
た
こ
と
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

多
く
の
人
と
の
か
か
わ
り

現
場
の
管
理
栄
養
士
の
話
を
聞
く

養
成
施
設
の
教
員
に
求
め
る
こ
と

学
生
の
様
々
な
悩
み
に
き
ち
ん
と
向
き
合
う
教
員

現
場
と
学
生
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
教
員

学
生
と
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
員

管
理
栄
養
士
の
社
会
的
な
地
位
に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た

現
場
を
経
験
し
て
い
る
教
員

臨
地
実
習
に
求
め
る
実
習
内
容
を
理
解
し
て
い
る
教
員

臨
地
実
習

臨
地
実
習
の
時
間

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
最
低
で
も
2
週
間
程
度
）
が
実
施
で
き
る
場
合
は
、
現
行
の
3
2
時
間
で
よ
い
。

例
え
ば
米
国
は
臨
地
実
習
を
5
0
0
時
間
行
っ
て
い
る
た
め
、
可
能
な
限
り
増
や
し
た
方
が
よ
い
。

臨
地
実
習
の
学
生
に
つ
い
て

接
遇
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る

礼
儀
を
身
に
つ
け
て
お
い
て
ほ
し
い

臨
地
実
習
の
内
容

公
衆
栄
養
の
臨
地
実
習
は
、
3
0
年
前
と
同
じ
内
容
の
実
習
を
し
て
お
り
、
現
行
の
栄
養
施
策
と
合
致
し
て
い
な
い
。
焦
り
を
感
じ
る
。

プ
リ
セ
プ
タ
ー
の
導
入
に
つ
い
て

プ
リ
セ
プ
タ
ー
を
導
入
し
た
方
が
よ
い
。

実
習
先
に
は
プ
リ
セ
プ
タ
ー
が
い
た
。
そ
の
た
め
、
プ
リ
セ
プ
タ
ー
は
必
ず
導
入
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。

卒
後
教
育

例
え
ば
、
日
本
栄
養
士
会
の
研
修
を
受
講
す
る
な
ど
、
卒
業
後
の
教
育
は
必
要
。

全
て
の
管
理
栄
養
士
・
栄
養
士
が
、
継
続
し
て
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
2
0
代
、
3
0
代
な
ど
は
子
育
て
な
ど
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン

ト
も
重
な
る
た
め
、
費
用
は
な
る
べ
く
か
け
た
く
な
い
。
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